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第１章 総則 

（目 的） 

第１条 この規約は、中川中央町内会(以下「町内会」という。)所有の町内会館（横浜

市都筑区中川中央１丁目１７番１２号所在）を維持し運営を円滑に行うため設けるも

のである。 

（会館の呼称） 

第２条 本会館は、中川中央町内会館（以下「会館」という。）と称する。 

（会館の定義） 

第３条 会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図るとともに、会員の親睦を高め

る場として、会議、打ち合わせ、サークル活動等の利用に供するため、会員の合意

に基づく出資により設置した建物及びその他の付帯設備をいう。 

 

第２章 運営 

（運営委員会） 

第４条 会館の運営を円滑に行なうため、運営委員会（以下「委員会」という。）を組

織する。 

（運営委員会の構成） 

第５条 運営委員会の構成は町内会長及び町内会長が指名する会員により組織す

る。 

２ 委員会の定員は、若干名とする。 

（運営委員会の権限） 

第６条 運営委員会は、会館運営の監督権及び決定権を持つ。 

２ 運営委員会の運営にかかる詳細については、別に定める。 

 

第３章 会館使用 

（利用申請） 

第７条 会館の利用を希望する者は、所定の申請書または町内会Ｗｅｂページから

の申し込みにより、運営委員会に申請するものとする。申込期間および方法につい

ては別に定める「町内会館利用細則」による。 

 



（利用許可） 

第８条 会館の利用は、町内会活動に支障のない範囲で運営委員会が許可するも

のとし、利用可能な個人、団体の範囲は、別に定める「町内会館利用細則」による。 

２ ただし、以下に相当すると認められる場合は利用を許可しない。 

(1)公序良俗に反すると認められる場合 

(2)特定の宗教に関わる活動ならびに特定の政党による政治活動等 

(3)暴力団等反社会的勢力およびその関係団体、構成員等による利用 

(4)その他管理上支障のある場合 

 ３ なお地震・台風等の災害発生時には、町内会長権限によって地域住民等に会館   

   の一時使用を認めることができる。 

（利用時間） 

第９条 会館の利用時間は別に定める「町内会館利用細則」による。 

 

第４章 その他 

（経費負担） 

第10条 会館を利用する者は、目的および利用時間に応じてその費用を負担する。 

２ 費用の額と納入方法については、別に定める「町内会館利用細則」による。 

（利用者の義務） 

第11条 会館を利用するときは、次の事項を守るものとする。 

(1) 利用責任者を決めること。 

(2) 利用時間を守ること。 

(3) 利用にあたっては、器具、備品等を丁寧に取扱い、室内を汚破損しないこと。 

(4) 火気は一切使用しないこと。（喫煙も一切禁止） 

(5) 利用終了後は、片付けと清掃の上、現状復帰し、利用責任者が町内会館利用 

  チェックリストに沿って点検を行うこと。 

(6) その他、運営委員会の指示に従うこと。 

３ 利用にあたっての注意事項は、別に定める「町内会館利用細則」による。 

（利用者の責任） 

第12条 本規定に反し、町内会館ならびに周辺施設に損害を与えた場合は、利用

責任者ならびに当該の責任を負う者が現状復帰ならびに関係する費用の一切を負

担するものとする。 

（その他） 

第13条 この規定に定めのない事項は、運営委員会で協議決定し、三役会の承認

を得るものとする。 

２ 本規定の改廃は、役員会の議決により定め、総会に報告するものとする。 


